
資料－４

平成３０年度に協議会で取組む主な項目

①危機管理型水位計の設置（国）
※洪水時の水位監視体制の強化、及び、近隣住民の避難支援のため、危機管理型水位計を新たに設置。

②水害ハザードマップの作成（自治体）
※想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の公表により、新たな水害ハザードマップの作成が必要。

③緊急速報メールの配信（国・自治体）
※Ｈ２９年度の国から自治体へのヒアリング結果により、Ｈ３０．５より希望自治体へ配信。

④広域避難計画の検討（国・自治体）

※計画の策定は、自治体で行う事になるが、避難者数や受け入れ先である避難場所等の基礎的な情報収集を国で実施。

⑤防災教育の促進（国・自治体）

※国の支援により作成した指導計画（案）を、協議会の関連市区町における全て学校に共有。

⑥まるごとまちごとハザードマップの検討（自治体）
※新規に設置、又は既に設置している箇所については見直しを実施。
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①危機管理型⽔位計の設置
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②新洪⽔ハザードマップの作成
想定最⼤規模を対象とした洪⽔浸⽔想定区域図を公表したことから、想定最⼤規模洪⽔を対象とした新たな洪
⽔ハザードマップの作成が必要となる。新たな洪⽔ハザードマップ作成のポイントは以下のとおり。
ポイント①「早期に⽴ち退き避難が必要な区域」を検討し、これを洪⽔ハザードマップに明⽰する。
ポイント②⾃治体において事前に「地域における⽔害特性」等を⼗分に分析の上、作成を検討する。
ポイント③「住⺠⽬線」の洪⽔ハザードマップとなるよう、「災害発⽣前にしっかり勉強する場⾯」、「災

害時に緊急的に確認する場⾯」を想定して作成する。

周知の方法（例）

 印刷物による配布（広報誌、行政窓口、防災訓練等
地域イベント、学校、公共施設、医療機関、マスメ
ディア 等々）

 インターネット
 防災掲示板での掲示
 多数の人が利用する機会の多い場所への掲示
 防災関連イベントを通じた広報
 マスメディアを通じた広報

利活用の方法（例）
 説明会やワークショップの開催
 出前講座
 避難訓練、情報伝達訓練等での活用
 防災教育

詳細は⽔害ハザードマップ作製の⼿引き（平成28年4⽉）を参照
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html

ハザードマップを⽤いた図上訓練の実施例
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 洪⽔の危険性を流域住⺠へ迅速に情報※1提供し、主体的な避難を促進するため、プッシュ型のメール配信※2

を実施する。
※1 氾濫危険情報（レベル4）及び氾濫発⽣情報（レベル5）の発表を契機として、流域住⺠の主体的な避難を促進するために配信す

る情報です。
※2 プッシュ型配信とは、受信者が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みのことです。

③緊急速報メールの配信

洪⽔情報のプッシュ型配信イメージ
配信メールの例（⻤怒川・常総市）
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江⼾川及び中川・綾瀬川の洪⽔浸⽔想定によると、対象22⾃治体のうち、8⾃治体がほぼ全域浸⽔する結果と
なり、市区町を越えた広域避難計画が必要である。

平成29年度から4ヵ年かけて広域避難計画の検討を⾏い、⼤規模⽔害からの「逃げ遅れゼロ」を⽬指す。
広域避難計画の策定は各⾃治体で実施、広域避難に係る基礎的な調査・検討を国で実施。

④広域避難計画に関する基礎調査

【平成30年度の検討概要】
◎代表的な浸水想定ケース毎に、広域避難対象地域別の避難先の検討を実施。
◎あわせて、広域避難に関わる避難手段等の基礎調査も実施。

③避難手段等に関する基礎調査
■平成30年度の主な検討項目
①広域避難を想定する代表浸水想定ケースの検討
②広域避難対象地域ごとの避難先に関する基礎調査

【平成31年度以降の予定】 ◎避難シミュレーションによる広域避難の課題把握
(広域避難施設利用及び避難手段利用の改善案の検討)

【広域避難で想定される避難手段
と避難手段の利用イメージ】

：広域避難
対象エリア

河川

②

②路線バスまたは自家用車を使って
直接浸水区域外へ避難

【浸水想定区域外まで遠距離の場合】

自治体B
(浸水想定区域が

わずか)
【広域避難先】

自治体A
(全域で浸水が想定)
【広域避難が必要】

自治体C
(浸水想定区域は少ない)

【広域避難先】

①

③徒歩などで最寄駅に向かって
④電車を使って直接浸水区域外へ避難

【浸水想定区域外まで遠距離だが最寄に鉄道駅がある場合】

④

③

①徒歩で直接浸水区域外へ避難
【浸水想定区域外まで近距離の場合】

：浸水想定
区域

：行政界
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⑤防災教育の推進
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⑤防災教育の推進
 平成29年度は、川⼝市⽴⼾塚北⼩学校が作成した学習指導計画（案）を基に、
河川に関する資料を追記した『防災教育学習指導計画（案）』を作成。
 平成30年度は、『防災学習指導計画（案）』を、協議会の関連する市区町に
おいて教育委員会をとおして全ての⼩学校に共有。

江⼾川河川事務所

防災学習「素材」の作成・提供
川⼝市⽴⼾塚北⼩学校
（公開授業H29.11.10）

授業で活用

防災教育学習指導計画（案）

連携

平成３０年度
協議会市区町の全ての⼩学校へ展開 7

平成２９年度



⑥まるごとまちごとハザードマップの検討
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居住地域をまるごとハザードマップと⾒⽴て、⽣活空間である“まちなか”に⽔防災にかかわる各種情報（想定
浸⽔深や避難所の情報等）を標⽰する。


